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 次の用途に供する地下水を採取するための揚水施設で、地下水に代えて他の水源を確保することが著しく困難な場所に設置するもの

又は地下水に関する試験研究を行うために設置する揚水施であること 
① 水道法の規定による簡易水道事業又は佐賀県小規模水道条例の規定による小規模水道事業の用途 
② 消防又は防災の用途 
③ 地下水に関する試験研究の用途 
④ 農業用で異常干ばつ時に応急的に使用するかんがいの用途又は新規干拓地で地表水による導水計画が策定されている地域にお 
いて暫定的に使用するかんがいの用途 
⑤ 前四号に掲げる用途以外の用途で構造基準の適用を猶予されている揚水施設を廃止し、その代替施設として吐出口の断面積の合 
計が従来の用水施設の吐出口の断面積の合計以下のものを設置する場合で、その揚水施設が次のいずれかに該当する時における従 
前の揚水施設に係る地下水の用途と同一の用途 
イ．吐出口の断面積の合計が２１ｃ㎡以下であって、ストレーナーの位置が従前の位置以深にあるもの 
ロ．吐出口の断面積の合計が２１ｃ㎡を超えるものであって、地下水使用の合理化を行ったにもかかわらず、なお当該揚水施設の設 
置が必要と認められる場合であって、ストレーナーの位置が構造基準に適合するか従前の位置以深にあるもの 
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